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老
齢
基
礎
年
金（
65
歳
か
ら
受
け

ら
れ
る
年
金
）は
、20
歳
か
ら
60
歳
に

な
る
ま
で
の
40
年
間
保
険
料
を
納
め

な
け
れ
ば
、満
額
の
年
金
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

国
民
年
金
保
険
料
の
納
め
忘
れ
な

ど
に
よ
り
、保
険
料
の
納
付
済
期
間

が
40
年
間
に
満
た
な
い
場
合
は
、60

歳
か
ら
65
歳
に
な
る
ま
で
の
間
に
国

民
年
金
に
任
意
加
入
し
て
保
険
料
を

納
め
る
こ
と
に
よ
り
、満
額
に
近
づ

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、老
齢
基
礎
年
金
を
受
け
る

た
め
に
は
保
険
料
の
納
付
済
期
間
や

保
険
料
の
免
除
期
間
等
が
原
則
と
し

て
25
年
以
上
必
要
と
な
り
ま
す
が
、

こ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
場
合

は
、70
歳
に
な
る
ま
で
任
意
加
入
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
た
だ
し
、昭

和
40
年
４
月
１
日
以
前
に
生
ま
れ
た

方
に
限
ら
れ
ま
す
）

　

ま
た
、海
外
に
在
住
す
る
日
本
国

籍
を
持
つ
方
も
、国
民
年
金
に
任
意

加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、田
辺
年
金
事
務
所

（
☎
０
７
３
９･

２
４･

０
３
２
３
）

も
し
く
は
、住
民
福
祉
課（
☎
６
３･

３
８
０
０
）ま
で
。

ご
存
知
で
す
か
？

国
民
年
金
の
任
意
加
入
制
度

住民福祉課
お知らせ

お問い合わせは、
（☎63・3800）まで。

廃
乾
電
池
を
回
収
し
ま
す

　

回
収
箱
を
設
置
し
ま
す
の
で
、回
収

袋
か
ら
取
り
出
し
て
、廃
乾
電
池
の
み

を
回
収
箱
に
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

　

以
前
の
よ
う
に
回
収
袋
に
入
れ
た

ま
ま
で
は
、出
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

　

回
収
袋
は
保
管
用
と
し
て
ご
使
用

く
だ
さ
い
。

●
場
所
…
各
地
区
の

�

大
型
ご
み
収
集
場
所

回
収
日
…
10
月
26
日（
日
）

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除

期
間
・
納
付
猶
予
期
間
が

�

あ
る
方
へ

　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除（
全
額

免
除
・
一
部
免
除
・
法
定
免
除
）、若

年
者
納
付
猶
予
、学
生
納
付
特
例
の

承
認
を
受
け
ら
れ
た
期
間
が
あ
る
場

合
、保
険
料
を
全
額
納
め
た
方
と
比

べ
、老
齢
基
礎
年
金（
65
歳
か
ら
受
け

ら
れ
る
年
金
）の
受
け
取
り
額
が
少

な
く
な
り
ま
す
。

　

そ
こ
で
、こ
れ
ら
の
期
間
の
保
険
料

は
、将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金
を

増
額
す
る
た
め
に
、10
年
以
内
で
あ
れ

ば
さ
か
の
ぼ
っ
て
古
い
月
分
か
ら
納

め
る（
追
納
）こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、免
除
等
の
承
認
を
受
け

ら
れ
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算
し

て
３
年
度
目
以
降
の
追
納
の
場
合
、

当
時
の
保
険
料
額
に
一
定
の
加
算
額

が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

　

追
納
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、次

の
点
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

・�

一
部
免
除
を
受
け
た
期
間
は
、残

り
の
納
付
す
べ
き
保
険
料
が
納
付

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
追
納
は
で
き

ま
せ
ん
。

・�「
若
年
者
納
付
猶
予
・
学
生
納
付

特
例
期
間
」が「
法
定
免
除
・
申
請

免
除
期
間
」よ
り
古
い（
先
に
経
過

し
た
）月
分
で
あ
る
場
合
は
、「
若

年
者
納
付
猶
予
・
学
生
納
付
特
例

期
間
」が
優
先
し
ま
す
。

・�「
法
定
免
除
・
申
請
免
除
期
間
」が

「
若
年
者
納
付
猶
予
・
学
生
納
付

特
例
期
間
」よ
り
先
に
経
過
し
た

月
分
で
あ
る
場
合
は
、ど
ち
ら
を

優
先
し
て
納
め
る
か
本
人
が
選
択

で
き
ま
す
。

・�「
若
年
者
納
付
猶
予
・
学
生
納
付

特
例
期
間
」の
中
で
は
、先
に
経
過

し
た
月
分
か
ら
納
め
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

・�「
法
定
免
除
・
申
請
免
除
期
間
」の

中
で
は
、先
に
経
過
し
た
月
分
か

ら
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

追
納
の
お
申
込
み
・
ご
相
談
は

田
辺
年
金
事
務
所（
☎
０
７
３
９･

２
４･

０
３
２
３
）も
し
く
は
、住
民

福
祉
課（
☎
６
３･

３
８
０
０
）ま
で
。

国
民
年
金
保
険
料
の

�

追
納
を
お
勧
め
し
ま
す
！
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ポ
リ
塩
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル（
Ｐ
Ｃ
Ｂ
）

を
含
む
電
気
機
器
を
使
用
ま
た
は
、

保
管
し
て
い
な
い
か
、点
検
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

　

有
害
な
Ｐ
Ｃ
Ｂ
を
含
む
電
気
機
器

（
ト
ラ
ン
ス
、コ
ン
デ
ン
サ
、照
明
用

安
定
器
な
ど
）を
使
用
ま
た
は
保
管

さ
れ
て
い
る
場
合
は
、Ｐ
Ｃ
Ｂ
特
別

措
置
法
に
基
づ
き
届
出
が
必
要
と

な
り
ま
す
。事
業
所
等
の
電
気
室
、

キ
ュ
ー
ビ
ク
ル
、保
管
倉
庫
な
ど
の

点
検
を
お
願
い
し
ま
す
。届
出
が
な

さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、直
ち
に
届

出
を
行
う
と
と
も
に
、適
正
に
保
管
、

処
理
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

お
問
い
合
わ
せ
は
、県
庁
循

環
型
社
会
推
進
課（
☎
０
７
３･

４
４
１･

２
６
９
２
）ま
た
は
、御

坊
保
健
所（
☎
２
２･

３
４
８
１
）

ま
で
。

Ｐ
Ｃ
Ｂ
含
有
電
気
機
器
に

つ
い
て
の
お
知
ら
せ

　町では、高齢者の方が元気に安心して、買い物や通院などをしていただけるよう、
バス・タクシー利用料金の一部を助成しています。是非ご利用ください。

助成額および有効期限
　①お一人につき、年間1万2000円分を助成券で交付します。
　②利用者証および助成券の有効期限は、交付した日から
　　平成27年3月末までです。

対象者
　●町内に住民登録を有する75歳以上の方
　　※（注）・年度途中に満75歳になられた場合や転入された場合は、その翌月分

から利用可（但し、助成額は月割り交付となります）。
　　　　　・日高町福祉タクシー券助成事業の助成を受けている場合は、重複して

利用することはできません。

ご利用方法
　①�利用されるご本人が、利用料金のお支払いの際に「利用者証」

を乗務員に提示のうえ、助成券をお渡しください。
　②利用できるバス、タクシーは、下表の事業者です。

御坊第一交通 ☎63・2002 印南交通 ☎42・0105
川上タクシー ☎24・0200

南部タクシー ☎0739・
　72・2133中紀河南タクシー ☎24・1001

港タクシー ☎65・3100 介護タクシーふくしん ☎20・5272
御坊有交タクシー ☎22・4141 愛あいケアタクシー ☎20・1090

御坊南海バス ☎22・1020 中紀バス ☎65・2222

■タクシー会社

■バス会社

75歳以上の方の
　お出かけを応援します

高齢者
外出支援事業

PCB　和歌山県 検索


